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一既存住宅の現状一
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密集地においては

現時点で空家数は800万戸。年々増えていき、隣家からの被害が拡大。

規制と補助をバランスをとり、

空家数を減らし、密集地での耐震補強を促進する。

たとえ、耐震改修を
していたとしても。

隣家がしていなけれ
ばダメ。

ヽ     ______.



一そのためには一

規+1を制定

1.エリア(地域)を決める

2.種類を決める

規制をすることで補強がされていない住宅が
市場流通し難くなる。
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より密集地。
①都道府県で分ける。
②防火、用途地域で分ける。

昭和56年より前の建築基準法の住宅

耐震改修していないものは

所有権移転が2回までしかできない。
ディーゼル車規制の例
新車登録から7年間は規制が猶予



一補助も同時に検討一

0解体費用の30%に補助金を出す。
0耐震改修費用の30%に補助金を出す。

空家対策

0国が買い取る制度も検討。
0定期マガジンやWebで中古物件を紹介。

補助を受けるためには

耐震住宅の認定をしなければならない。
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今後の大震災に備えるための建築物の耐震化に関する意見書

2012年 (平成 24年 )3月 15日

日本弁護士連合会

第 1 意見の趣旨

地震大国である我が国では,今後の大震災に備えるため,大地震の可能性が

高いとされている地域から優先的な対応を取るべ く,国ないし地方公共団体は ,

現行建築基準法等の耐震基準に適合 しない既存不適格建築物の早期解消に向け

て,下記の方策を実行すべきである。

記

1 1981年 (昭和 56年)6月 1日 施行のいわゆる新耐震基準に準拠せず

に築造 された建築物の所有者に対 し,一定期間 (例 えば 3年)内に,当該建

築物の耐震診断を受診する義務を課すること。

2 前項の耐震診断受診の結果,現行建築基準法所定の耐震基準を満たしてい

ない建築物の所有者に対 し,一定期間 (例 えば 5年)内 に同基準を満たすよ

うに改修するか除却する義務を課すること。

3 国ない し地方公共団体は,上記の耐震診断費用,耐震改修費用及び除却の

費用 につき,憲法第 29条第 3項の 「正当な補償」として相応の負担をする

こと。

第 2 意見の理由

1 既存不適格建築物の危険性,そ の解消の必要性

(1)阪神・淡路大震災と既存不適格建築物

1995年 (平成 7年)1月 17日 に発生 した阪神・淡路大震災におい

て亡 くなった 6,433人 の死因について,その 7割超 (9害1超 という統

計 もある。)は ,倒壊 した建築物や家具等の下敷きになるなどの圧死であ

つたといわれている。

そ して,こ れ らの遺族 994世 帯に対 して神戸大学が行つた調査結果に

よると,そ の 98%が 1981年 (昭和 56年)6月 1日 施行のいわゆる

新耐震基準に準拠せずに築造 された既存不適格建築物であった。また,被

害が大きかつた地区について行われた木造住宅のブロック全数調査 (長 田

区,東灘区,西官市八幡通沿線)に よると,対象 198棟 の うち 154棟
が,同様の既存不適格建築物 と推定され る築 20年以上経過 した木造住宅
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であり,そのうち 120棟が大破 したとのことである。

(2)既存不適格建築物 とは

現行法は,建築物の最低限の安全性を建築基準法等
1の法令で定めている

ため,当該法令がより厳 しい内容に改正された場合,それ以前に築造され

た建築物は改正後の基準に適合 しないことになる。このような建築物のこ

とを「既存不適格建築物」という。

しかるに,建築基準法第 3条第 2項は,既存不適格建築物については ,

改正後の建築基準法を「適用 しない」として,その存在を容認 している。

すなわち,最新の建築基準法の基準に合致 させなくても,違法ではないと

いうことになる。

(3)既存不適格建築物の危険性

建築基準法の耐震基準は,襲来 した大規模地震等のたびに実際に生じた

被害を検証 0検討 して確立されてきた,いわば裏付けのある最低限の安全

基準である。逆にいえば,最新の知見に照 らせば,過去の基準は最低限の

安全基準です らないことになる。

すなわち,現在の耐震基準は,現時点における人類の知見が到達 した最

低限の安全基準なのであり,こ れを満たさない建築物は,多 くの生命を危

険に晒す凶器でしかない。地震による建築物の倒壊は,地震時に建物内に

存在す る建物所有者 らの人命や財産 を奪 うだけでなく,そ こへの来訪者 ,

さらには建物周辺を通行する第二者の人命をも奪いかねない。また,倒壊

に伴い,火災を起 こして近隣の建物に延焼するおそれ,ラ イフラインを遮

断するおそれ,さ らには避難路や緊急車両進入路の閉塞を引き起こし周辺

住民の避難や消火活動を阻害するおそれもある。実際,阪神・淡路大震災

の際には,倒壊 した建物によつて道路が寸断され,救助活動が阻害された

ために,被害が拡大した。

なお,昨年の東 日本大震災においては,甚大な津波被害や脆弱地盤によ

る被害がクローズアップされているが,多数の建物被害も確認 されてお り2,

津波被害のみならず,地震動によつても甚大な被害が発生 していることに

留意すべきである。その中には,既存不適格建築物に起因する被害も相当

:建築基準法第 1条 「この法律は,建築物の敷地,構造,設備及び用途に関する最低の基準を定めて,国民の

生命,健康及び財産の保護を図り:もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」
2国土交通省国土技術政策総合研究所と独立行政法人建築研究所が 2011年 5月 に発表した「平成 23年
(2011年 )東北地方太平洋沖地震 (東 日本大震災)調査研究 (速報)Jに よれば:住宅等の被害戸数は,

全壊 :1071 696戸 ,半壊 :62, 842戸 ,一部破損 ;297, 206戸 であり,被災建築物応急危

険度判定の結果は,危険 (赤):10, 276戸 ,要注意 (黄):19, 832戸 である (いずれも同年 4
月 20日 現在のデータによる。).
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数あったものと思われ,その検証は,今後の課題である。

(4)既存不適格建築物解消の必要性

このように,生命・身体・財産に対 して重大な危険性をもつ既存不適格

建築物が,現在 1, 000万戸あると言われている。

東 日本大震災の影響が残る我が国でも,首都直下型などマグニチュー ド

(M)7級 の地震が南関東で発生する確率について,従前の政府発表では

「30年以内に 70%」 とされていたのが, 2011年 (平成 24年)1
月に「4年以内に 70%Jと い うデータが報道

3さ れた途端,首都圏におけ

る直下型地震対策の必要性がにわかに社会問題化することにはなつた。

しかし,そ もそも,日 本では全土で地震が起きる可能性があり,南 関東』

東海,東南海,南海地震など,他にも現時点で高い確率で発生が予想 され

ている大地震も多い。

国外に目を向けても, ここ数年だけでも,中 国四川省,タ ヒチ,チ リで

の大規模地震が立て続けに発生 している。昨年 2月 には,我が国同様の地

震大国であるニュージーラン ドにおいて発生した地震によつて,建物が崩

壊 し, 日本人を含む多くの人命が失われたが,そ の原因として,同 国にお

ける現行法令上の耐震性能を満たさない既存不適格建築物であつたことが

指摘されている。

このような現状に鑑みると,地震が発生する可能性の数値にかかわらず ,

万一の事態に備え,被害を最小限に食い止めるための対策が必要である。

既存不適格建築物の解消は,可及的速やかに行 うべき喫緊の課題 といえる4。

2 法制度の現状と問題点

(1)耐震改修促進法の制定・改正

既存不適格建築物については,建築基準法は,前述のとお り現行基準に合

致させなくても違法ではないとして,その存在を容認する一方,阪神・淡路

大震災直後の 1996年 (平成 8年)12月 には「建築物の耐震改修の促進

に関する法律」 (平成 7年法律第 123号 (以下「耐震改修促進法」とい

う。))が制定され,耐震改修の促進を要請している。

また, 2006年 (平成 18年)1月 26日 には,「建築物の耐震改修の

促進に関する法律の一部を改正する法律」 (平成 17年法律第 120号 (以

32012年 1月 23日 付け読売新聞朝刊記事が= 2011年 9月 の東京大学地震研究所談話会で発表された

データを取り上げたもの。ただし,同研究所によれば,その後,試算の前提となる余震件数が減少 している

ため,再試算すれば下方修正することになるが,最低でも「30年で70%Jを 下ることはないという。
1当 連合会では既に, 2005年 11月 11日 ,第 48回人権擁護大会 (鳥取県)での「安全な住宅に居住す

る権利を確保するための法整備・施策を求める決議において,「住宅を含め耐震基準を満たさない建物につ
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下「改正法」とい う。))も施行され,耐震改修の促進を図つている。

かかる改正には,①国土交通大臣による基本方針の策定及び地方公共団体

による耐震改修促進計画の策定,②地方公共団体による耐震改修等の指導等

の対象に,多数の者の円滑な避難に支障となるおそれがある建築物の追加 ,

｀
③地方公共団体による耐震改修等の指示等の対象に,幼稚園,小中学校,老

人ホーム等の追加及び規模要件の引下げ,④耐震改修支援センターによる債

務保証,情報提供等の実施等の施策が盛 り込まれている。

このうち,国土交通大臣が定める基本方針においては,耐震診断・改修の

促進に関する基本的な事項,住宅及び特定建築物の耐震化率等の目標,都道

府県が定める耐震改修促進計画の内容等について定められてお り,①住宅の

耐震化率について,現状の約 75%を 2015年 (平成 27年)までに少な

くとも9割 にすることを目標 とする,②そのためには現在の耐震改修・耐震

診断のペースを 2倍ないし3倍にすることが必要である,③都道府県の耐震

改修計画においては,かかる目標を踏まえ,諸事情を勘案した上,可能な限

り建築物の用途ごとに日標を定めることが望ましい。なお,都道府県は,定

めた日標について,一定期間ごとに検証すべきであるとされている。

(2)耐震改修促進法には実効性が伴っていないこと
|

しかし,耐震改修促進法は,建築物の耐震診断・耐震改修についての国,

地方公共団体及び国民の努力義務を規定しているにとどまり (第 3条),所

轄行政庁が,耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をすること

ができる対象建築物も病院・百貨店等の不特定かつ多数の者が利用する建築

物や小学校・老人ホーム等,地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主

として利用する「特定建築物」に限定されており (第 6条),一般の戸建て

や集合住宅を対象 としたものではないため,耐震診断・耐震改修の実効性が

伴つていない。

(3)費用の自己負担

そもそも,現行法上,耐震診断・耐震改修に対する補助事業は,一定の

要件を満たす場合に,耐震診断では国と自治体がそれぞれ 3分の 1,耐震

改修ではそれぞれ 11.5%5ま でを補助する制度にすぎず,原則 として ,

所有者の自己負担 とされている。

そのため, 1戸当た り200万 円を下 らないといわれる簡易な耐震改修

いて,耐震改修促進のための施策を充実させることJを提言している。
5緊急輸送道路沿道住宅 。建築物では,国 :3分の1:地方自治体 :3分の 1が補助され,避難路沿道等住

宅・建築物では,国 :6分の 1,地方自治体 :6分の 1が補助される。
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を実施するだけでも, 150万円以上の自己負担を強いられることになり,

耐震改修が進まない要因のひとつになっているといえる。

(4)耐震診断・耐震改修補助事業の実施状況

当連合会では, 2008年 (平成 20年)4月 ,全国 122の 地方公共

団体に対して,耐震診断 0耐震改修補助事業の実施状況及び実績について

のアンケー トを行うた。

その結果,耐震診断補助事業を実施 しているのは 80団体,耐震改修補

助事業を実施 しているのは 67団体に過ぎず,いまだ多くの地方公共団体

で,耐震診断あるいは耐震改修の補助事業が実施 されていないことがわか

った。補助事業を実施 していない団体の中には 「耐震改修は所有者の 自覚

の問題である」と捉えている団体もあつた。

さらに,耐震診断 。耐震改修補助事業を実施 している団体においても,

その予算規模に大きな差があること,募集件数に申請件数や補助実施件数が

満たない地方公共団体があることなど,補助事業への取組状況が団体ごとに

大きく異なることもわかつた。また,同様のテーマにつき,当連合会では,

2009年 (平成 21年)3月 6日 ,国土交通省に対してヒアリングを行つ

たところ, ① 目標値についてはまだ検証をしていない,②耐震改修に対す

る取組については各地域間で非常に温度差があり,大規模地震対策特別措置

法 (昭和 53年法律第 73号)第 3条第 1項の規定に基づく「地震防災対策

強化地域」に指定された地方自治体は,予算取 りや職員による市民への周知

徹底の努力といった補助事業への取組が熱心である,③実施が遅れている地

方公共団体に対しては個別に指導をしているが,なかなかはかどらない,④

その一因としては,元々適法な建物なので改修をさせる方向に持つて行 くの

が難 しいという自治体の認識や,地震に対する危機意識が地域によっては薄

いという住民の意識がある,⑤ (目 標値に到達しなかつた場合に)今後の新

たな方策として強制的に改修をさせるような方法は考えていない,と いつた

回答であつた。

(5)現状の問題点

以上のとおり,既存不適格建築物については, これを容認する建築基準法

はい うに及ばず,解消を目指す耐震改修促進法も努力義務にとどまつて実効

性がなく,努力義務を課された国も地方公共団体 も,「既存不適格建築物は ,

前提 として適法建築である」という認識を前提に,「だから所有者の自覚に

よるしかない」と消極的な姿勢を根本的に持つており,現行法の下では,既

存不適格建築物の解消にはほど遠いことは明らかである。
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3 既存不適格建築物の解消に向けて

(1)‐ 建築基準法第 3条第 2項の削除

既存不適格建築物解消のための最も直裁な方法は,既存不適格建築物の存

在を容認する建築基準法第 3条第 2項を削除して,「違法」と宣言し,即刻 J

現在の耐震基準を満たしていない建築物の所有者に対し,改修義務・建物除

却義務を課することである。

しか し,建築当時適法であつた建築物につき,後 の法令改正によつて最

低基準が変わつたことをもつて「違法」 と宣言 して即刻除却を求めること

は法的安定性の観点からも妥当ではない。

(2)耐震改修促進のための立法対応

そこで,違法とまではしないとしても,将来に向かつて既存不適格建築物

を解消すべく,前記の耐震改修促進法の改正ないし新法を制定して,既存不

適格建築物の所有者に対 し,耐震診断を受診させた上で耐震改修ないし除却

義務を認めるべきである。

具体的には,いわば自動車の排ガス規制のように,一定期間の猶予を設け,

この期間内に,当該建築物の所有者に対し,耐震診断を受けさせて耐震性能

を確認 させ,その結果,耐震性能を満たさない場合には耐震改修や除却を求

めるとい う方策が考えられる。

この点,耐震改修ないし除去pの義務を認めると,借家として利用されてい

る既存不適格建築物の家主から借主に対する賃貸借契約解除ないし更新拒絶

の正当事由とされ,居住の安定を損なうおそれがあるとの指摘もある。しか

し,「安全な住宅に居住する権利が人権であることに照らせば,既存不適格

建物に住まざるをえないことそのものが人権侵害状態」なのであり6,地
震

を契機 として居住者の生命を奪うような建物を放置しておくことは,借主に

対する人権侵害といわざるを得ない以上,借主は,家主に対して,家主の義

務たる大修繕 としての耐震改修を求めることができ,家主が耐震改修を行わ

ないことは賃料減額等の抗弁の正当事由になりこそすれ,耐震改修が必要で

あることを理由とする家主からの契約解消を正当化するものではない。

(3)憲法第 29条第 1項 との関係

既存不適格建築物の所有者に対し,耐震診断受診義務l耐震改修義務ない

し除却義務を課すことは,財産権の保障 (憲法第 29条第 1項)と の関係で

問題を生 じる余地はある。

6前述 「安全な住宅に居住する権利を確保するための法整備・施策を求める決議J提案理由の第 4の 4。



しかし,既存不適格建築物が,所有者のみならず居住者′来訪者,周囲を

通行する者,災害時の通路妨害等多くの者の生命・身体・財産を侵害するお

それの高い建築物であること,ま た,その所有者はこれ らの人々に対し土地

工作物責任 (民法第 717条 )を負っていることを考えると,その解消に向

けて同所有者に一定の義務を課すことは,個人の財産権に対する合理的制約

(憲法第 29条第 2項)と考えるべきである。特に,前述のとおり,既存不

適格建築物の解消について,所有者個人の自発的意志にだけ頼ることが期待

できない以上,所有者に対 し法的義務を課すこともやむを得ない。

(4)憲法第 29条第 3項 との関係

他方,既存不適格建築物の所有者に耐震診断の受診義務及び耐震改修・除

却義務を課すとしても,改修・除却のためには多額な費用を要することを考

えると,当該建築物所有者の負担は多大なものとなる。

また,既存不適格建築物が当該建築物築造後の法令改正によつて生み出さ

れたことなどに鑑みると,所有者のみの負担に帰することは,建築後の法改

正による所有者の財産権侵害の側面もある。

そこで,既存不適格建築物解消の問題は,個々の建築物の所有者の問題

を超えて全国民的な課題 として取 り組むべき問題であるとの観点から,耐

震診断受診費用及び改修・除却費用は,憲法第 29条第 3項の正当な補償

の問題 として,国ないし地方公共団体は応分の負担をするべきである。

この点,こ れまで受診費用や改修費用について国・地方公共団体からの

補助金支出や税制の優遇措置がとられているが,ま だまだ所有者の負担が

大きく実効性が上がっていないことは前述のとおりである。

したがつて,既存不適格建築物の解消のため,全国民の問題 として国な

いし地方公共団体は「正当な補償」として応分の負担をするべきである。

他方,個人財産の補修に公費を充てることに対する疑義 もあり得るが ,

雲仙普賢岳の噴火,阪神・淡路大震災,鳥取県西部地震,そ して,今般の

東日本大震災に至るまで, 自然災害が発生する度に繰 り返されてきた議論

として,現に発生 した被害の救済のために一定の公的支援が認められる以

上,そ して,被害発生後の救済策 よりも被害発生前の予防策の方が,財政

負担も圧倒的に少なくて済むことが明らかである以上,予防のための公的

支援 も認められるべきである。また,発生 した大地震による被害の復興の

ために,国 ないし地方公共団体が多大な支出を余儀なくされることは,阪

神・淡路大震災,東 日本大震災を挙げるまでもなく明白であるところ,い

くら多大な支出をしても事後的な支出では,かけがえのない人命は守れな
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いことを銘記すべきである。既存不適格建築物の解消について国ない し地

方公共団体が応分の負担をすることは,国民の生命,身体,財産を守る国

の責務なのである。

なお,国土交通省は,近時,「 フローからス トックヘJと い うスローガ

ンの下,「 中古住宅・ リフォーム トータルプラン」を策定して中古住宅・

ソフォーム市場の活性化を意図しているが,既存不適格建築物の耐震改修

の促進は,経済政策的に,かかる市場の活性化に資する側面もある。

(5)実効性確保のための措置

以上の国等の施策・支援にもかかわらず,受診義務や改修義務に応 じない

所有者に対 しては,一定のペナルティ (過料,税制上の不利益等)を課 して

いくべきである。

なお,上記ペナルティとして,過料などより責任保険の義務化はどうかと

の考えもあるが,損害発生の防上の観点からは,本末転倒の考え方といわざ

るを得ない。

また,耐震改修義務については,改修義務まで課さず,耐震改修済みか否

かを表示する制度に止めてはどうかとの考えもあり得る。確かに,間接的に

改修を促すことにはなるかもしれないが,阪神・淡路大震災やニュージーラ

ン ド地震における被害の実態に鑑みれば,危険な建物は一刻も早く社会から

除去すべきであつて,やは り耐震改修義務を課すべきである。

(6)住生活基本計画

このような既存不適格建築物解消の要請は,国土交通省の「住生活基本計

画 (全国計画)の変更案Jにも盛 り込まれている。すなわち,同計画は,住

生活基本法第 15条第 1項に規定する国民の住生活の安定の確保及び向上の

促進に関する基本的な計画について, 2011年度 (平成 23年度)か ら2

020年 (平成 32年)ま でを計画期間として定める案であるところ,「安

全・安心で豊かな住生活を支える生活環境の構築」 とい う日標を掲げ,「基

礎的な安全性の確保Jをす るために,新耐震基準 (1981年 (昭和 56

年))が求める耐震性を有する住宅ス トックの比率を2020年 (平成 32

年)ま でに95%に すると定めている (なお, 2008年 (平成 20年)ま

での目標は79%で あつた。)。 また,同計画では,地震時等に著 しく危険

な密集市街地の面積について, 2020年 (平成 32年)ま でに「おおむね

解消」すると定めている (な お, 2010年 (平成 22年)ま での日標は

「約 6, 000ha」 であつた)。

以上のとお り,既存不適格建築物の解消は,国 を挙げての計画であり,そ

13



のために国ないし地方公共団体が応分の負担を行 うことは当然である。

4 立法提言

(1)具体的な措置

具体的には,次のような措置をとるべきである。

① 耐震診断の義務化

1981年 (昭和 56年)6月 1日 施行のいわゆる新耐震基準に準拠

せずに築造された建築物の所有者に対 し,耐震診断の受診義務を課す。

受診費用は国ないし地方公共団体の負担 として,一定期間 (例 えば 3

年)内 に受診 しなかった所有者に対 しては,過料や固定資産税を増額す

るなどペナルティを課し,早期の耐震診断受診の実現を図る。

② 耐震改修等の義務化

耐震診断め結果,現行法令所定の耐震性能を満たしていない建築物の

所有者に対 しては,一定期間 (例 えば,耐震診断後 5年)内に,現行建

築基準法所定の耐震基準を満たすように改修を行 うか,ま たは除却する

義務を課す。

この場合にも,改修・除却費用については国ないし地方公共団体が応

分の負担をするとともに,一定期間内に改修等の措置をとらなかつた所

有者に対 しては,過料や固定資産税を増額するなどペナルティを課 し,

早期の実現を図る。

(2)耐震改修の程度

この点,耐震改修の程度については,現行法所定の耐震性能に至らず とも,

その80%な いし70%程度の妥協的改修で足りるとの案もあり得る。 しか

し,前述のとお り現行法の耐震基準は,現時点での知見における最低基準で

あり,人命確保の重大性に鑑みるとこれを下回るような基準で妥協するべき

ではない。また, このような中途半端な耐震改修によつて一時的に延命 され

た建築物が増加することは,既存不適格建築物の完全解消を長期にわたって

遅 らせることになる。

(3)「応分」の負担の程度

国ないし地方公共団体が負 うべき『負担」の程度については,国ない し地

方公共団体が全額負担 してこそ,最も実効性が期待できるところではある。

しかし,国ないし地方公共団体の財政事情や既に自費で耐震改修を済ませ

た者との関係等から,全額ではない「応分」にすべきであろう。もつとも,

国が 11.5%,自 治体が 11.5%を 補助するという現行制度の下で耐震

改修が遅々として進まない現状に鑑みれば,こ の補助率を増や して,例 えば ,

14



一般住宅でも緊急輸送道路沿道住宅・建築物に対する補助と同様に国と自治

体が各 3分の 1を負担 し,自 己負担率を抑えるべきである。

ただ,耐震改修の遅れは,地震発生時に,莫大な,かつ,金銭に代えがた

い取 り返 しのつかない被害につながり,全国民の誰もが被害者になる可能性

がある以上,国ないし地方公共団体の財政上わ事情等による負担減は極力避

けるべきである。他方,南関東,東海,東南海,南海 といつた大地震が起き

る可能性が高いとされている地域がある以上,それ らの地域から優先的に対

応するという措置も検討すべきである。

(4)結語

以上の立法や措置は,既存不適格建築物の所有者にとつては重大な制約を

課することになるが,近い将来に大地震の発生が非常に高い確率で予想され   、

る現在,既存不適格建築物の危険性や改修促進方策の遅れに鑑みるとやむを

得ない と考える。

そこで,我々は,冒頭の意見の趣 旨を述べる次第である。

以 上

・                       15



{用義つ死騰森ヵi発174'歪を1至子
平成 25年 1月 24日

本造 3階建て学校実大火災実験実行委員会

木造 3階建て学校の実大火災実験 (準備実験)の結果概要

1.は じめに

建築基準法では 3階建ての学校について耐火建築物とすることを義務付けていますが、平成 22年 10

月施行の木材利用促進法等を受け、一定の仕様等を満たした場合は準耐火建築物 とすることが可能とな

るよう、実際の規模の建物の火災実験により検証を行 うものです。

平成 24年 2月 22日 に茨城県つくば市で木造 3階建て学校の火災性状の基礎的な知見を把握するため

に実施した実大火災実験 (以下、「予備実験」という。)、 および、平成 24年 11月 25日 に岐阜県下呂市

で延焼防止対策の効果を把握するために実施 した実大火災実験 (以下、「準備実験」とい う。)で得られ

たデータの詳細を分析 し、平成 25年度に基準化を想定した仕様による実大火災実験を予定しています。

予備実験の試験体概要と結果概要、準備実験の試験体概要につきましては、次の資料をご参照下さい。

。木造 3階建て学校の実大火災実験 (予備実験)の試験体概要

http7ノ www.nihm.go.jp■ab/bbg/kasairh23ノ report/02.pdf

。本造 3階建て学校の実大火災実験 (予備実験)の結果概要

httpイ/wwwonihm.go.jp■ ab/bbg/kasan23/repOrt/01.pdf

・木造 3・階建て学校の実大火災実験 (準備実験)の試験体概要

httpVノwww.面lim.gOjp■ab/bbg/kasai亀 24/121122_pamphlet.pdf

2.準備実験の結果概要

準備実験で得られた実験経過の概要や、予備実験の結果を踏まえて計画した外壁開口部を通じた上階

への延焼防上対策や防火壁を通じた延焼防止対策の効果など、今後の計画に重要となるデータの概要に

ついて報告します。

2.1 実験データの概要

準備実験において測定した以下の結果について報告します。

・表 1 実験経過の概要 :日 視観察の結果の概要

・表 2 屋外ビデオ映像の概要 :図 1に示すやぐらから撮影

・表 3 屋外熱映像の概要 :図 1に示すやぐらから撮影 (サーモビューア)

。表 4 内部ビデオ映像の概要 :図 2に示す室内で撮影

・図 3～図8 代表的な室内の温度の結果 :図 2に示す位置で測定 (熱電対)

また、これらの結果をもとに、室内の温度が450℃ となつた時点を延焼した時点と想定して、

・表 5点火から延焼までの時間

。図 9延焼拡大経路



としてまとめました。             、

準備実験では、試験体の内外に 518カ所の温度センサー (熱電対)と 41カ所の熱流センサー (熱流束

計)を設置 して計測を行つたほか、ビデオカメラを試験体内に 13台、試験体外に 9台設置して火災の様

子を観察しました。

2.2 準備実験より得られたこと

木造 3階建て学校の実大火災実験 (準備実験)により、以下の結果が得られました。なお、3階への延

焼が確認できた後、点火後 142分 の時点で消火を開始 しました。【註 1】 []は、表 1と の対応を示 します。

1)試験体内部の火災の拡大性状

・出火室は、点火後火源は成長するものの局所に止まり、室全体の火災に成長しませんでした。

そのため、出火室の窓ガラスを割 り松明を投げ入れ、点火後 50分に収納可燃物に再着火 しまし

た。 11‐ 11

・その後、火源は徐々に成長 し、点火後約 76分 (再着火後約 26分)で室内温度が 450℃に至1達

し、点火後約 89分 (再着火後約 39分)に室内温度が急激に上昇 して室内全体に延焼拡大しま

した。 [1・ 2]

・出火階から2階への延焼は 2階床を通じて点火後約 129分 (再着火後約 79分)に起きました。

[1‐ 3]

・3階への延焼は点火後約 139分 (再着火後約 89分)に外部開口を通 じて起きました。11‐41

・出火室から階段室への延焼と防火壁を通 じた東側の室への延焼は起きませんでした。

2)試験体内部の煙の流動性状

。出火室では点火後約 37分に、床まで煙層が降下しました。[2・ 1]

・出火室に近い 1階廊下では点火後暫くして全体に薄い煙が拡がり、表 4に示す通 り、次第に煙

濃度が濃くなりました。

・2階普通教室では外部開日のガラスが脱落して室内に煙が流入し、点火後約 102分 (再着火後

約 52分)で床まで煙層が降下しました。12‐ 21

・階段室内では避難安全上問題となる煙は確認されませんでした。

3)試験体周囲への火災による影響                       .
・試験体周囲への火の粉の飛散は確認できませんでした。【註 2】

4)長時間の火災が継続した場合の試験体の構造躯体への影響

・出火室内の柱は、4.5cm(建築基準法において通常の火災による 1時間のカロ熱で炭化すると想定

されている寸法)の燃えしろを設けましたが、実験終了後、表面から 5～6cmの深さまで炭化

していました。ただし、試験体は倒壊しませんでした。【註 1】

5)消火後の試験体の様子

。消火後の試験体は、出火室の天丼部 (2階床)の燃え抜けが広い範囲で確認されました。また、

1階職員室と階段室間の壁の職員室側の防火被覆が広い範囲で脱落していることが確認されま

した。

・1階職員室と2階普通教室の開日付近の外壁、2階バルコニーの床直下の天丼と壁部外側の防火

被覆が広い範囲で脱落していることが確認されました。



【註 1】

安全管理上、火の粉の発生を防止するため、試験体倒壊前に消火を開始しました。

【註 2】

安全管理上、大きな火の粉の飛散を防止するため、準備実験では2階と3階の開口部の外側に金網 (線

径 lmm、 開目9mm)を設けました。

【参考1

木造 3階建て学校実大火災実験実行委員会は、事業主体 (早稲田大学 (代表)、 秋田県立大学、三井ホ

ームい、住友林業い、い現代計画研究所)と 共同研究機関 (国土交通省国土技術政策総合研究所、独立

行政法人建築研究所)等で構成しています。



表1 実験経過の概要

経過時間 再着火後 経過時間
(分)  (分)  (分 )

点火

出火室の南側窓から煙が流出

21  1階北側窓から煙が流出

129 2階普通教室に延焼[1-3]

131  2階南側窓から火炎が噴出 ― ―一―――

134 2階北側窓からも火炎が噴出

139 8階普通教室に延焼[1-4]― ―

142 放水開始

420 実験終了後も倒壊なし ―― ――

37  出火室の煙層床まで降下[2-1]

出火室に松明を投げ入れて再着火[1-1]

72  出火室の天丼を火炎が広がる

87  出火室の窓から火炎が噴出

９２

　

９７

　

‐ ０２

‐０３

　

　

　

‐‐ ３

噴出火炎は3階パルコニーに達する

2階普通教室の窓が割れ、煙が侵入

2階普通教室煙層床まて降下[2-2]

1階北側窓が割れ、黒煙を噴出

1階北側の窓から火炎が噴出 ―



(Jヒ側 )
■

やぐら2

やぐら1

■

(西側) (東側 )
■

やぐら3

■

やぐら5

■

やぐら4

(南側 )

/    ・

出火点 防火壁

・表示の方位は、実際の方位とはずれています。

・やぐらの高さはおおよそ試験体 2階床高さです。

図 1 ビデオと熱映像を測定するやぐらと試験体の配置



表2 屋外 ビデオ映像の概要

経過時間
※0内は再着火後

0分 50分
(0,か )

55`)
(5分 )

60うか
(1吟 )

65')
(15分 )

70`)
(209)

75分
(25分 )

南西

(やぐら5) →
E

Jヒ

(やぐら2) →

― ―

―

一

―

一 一

東

(やぐら3) →

17,

面 J 卜■1断1 胴

南東

(10ぐ ら4) → 妻111  il血 卵

西

(やぐら1) →
L“ |I  L LI 亀 L

13
1階

延焼の範囲 |

12

天丼付近温度1階

霙:1::::跛士
1甚

→ → → → →

↓

　

↓

_.t」 [_111二 LI」
→

→

↓

　

↓

→ →

→ →

0分後 50分後 75分後

→ :大 きな変化がないことを示す



表2 屋外ビデオ映像の概要 (つづき)

経過時間
※()内は再着火後

80')
(300)

85分
(3勁 )

90,)
(400)

95分
(45分 )

100′)
(500)

105分
(55分 )

110分
(600)

115う)
(65分 )

南西

(やぐら5)
E= L」 二 ▲顎

=勇
_ コ し

…

‐  

―

Jし

(やぐら2)
一

‐ _|‐ J二

東
(やぐら3) 「

．
一百 驚「¬ 瞥 ¬

南東

(やぐら4)

一１
ヽ

１

一壼
一１ 理目臨理一

・
l―

「

一
翻
諄 藝 コ 電 翻

西

(やぐら1) ― L
―

‐
一

― i L」 主
臨 基 ^ L畠 』 .二

1響 |

３
階

延焼の範囲十一
12

天丼付近温度1階

羹::::::殻士
1繕

L

J 而
Ｌ

ｉ‐日
日
日
ｒ 一五

Ｌ
ｌｌ
旧
旧
催 ・Ｆ

。
」

―

‥

―

」
一１１
Ｈ
日
ｒ

肝
Ｌ
［――・‐旧
―――
〓

F
Ｌ

ｌｌ
旧
旧
ｒ
一

80分後 85分後 90分後 95分後 100分 後 105分 後 110分後 115分後

一 :大 きな変化がないことを示す



表2 屋外ビデオ映像の概要 (つづき)

経過時間
※0内は再着火後

120う)
(709)

125う)
(75'))

130分
(80/1)

135う)
(85分 )

140う)
(90/1)

145分
(95分 )

南西

(やぐら5)

~, _

―
―

曹 IL」
卿 1調

IIし

(やぐら2)
一 ―

― _」r.1:l!lI:.

く.JllII‖ J翌

東
(やぐら3) 鷹 1亀

1園

「 麗II理 「
“一

Ｆ

』

南東

(やぐら4) ―

|==|一 」

「¬熙 ||||!||!ll!|lll:lliiill

:コ1馴
可

”

町

一
１

…

|… |…

西

(やぐら1)

轟
量 Lニ L一 LLi由

,電

「

■ r垣 1遷 ::11 [1中
l         l         l         l

延焼の範囲

天丼付近温度

赤 :450°C以上

黄 :260°C以上

３
北
一
２
硝
一
「
硝
一

→ →

→ →

→ →

130分 後 135分 後 140分後 145分 後

→ :大 きな変化がないことを示す



表3 屋外熱映像の概要



表4 内部ビデオ映像の概要

経過時間
※0内 は再着火後

0分 30分 50分
((ヒ,))

90`)
(400)

100うか
(509)

120う)
(700)

130う)
(800)

140`)
(900)

職員室

(出 火室 )

映像記録なし田 1日馴 賢

1階廊下

(階段室前 )

映像記録なし国
ヨ

‘

・督

2階
普通教室

南西側

→ →
映像記録

なし「Ｅ
■
熙

l.・.r

3階

普通教室

南西側

→ →硝
臨 ■ぬ

階段室
3階踊り場 冨

「

　

　

　

　

Ｊ鳳錮
馨

温 h∃%
延 焼 の範 囲

天丼付近温度

赤 :450°C以上

黄 :260°C以上

３

階 →
.´ [:i:::[::11]

L

J ¨

一

→ …」[i:::i::]
Ｌ
＝
日
Ｈ
Ｐ

２
階
一
１
階
一

→
_:[]:::i:::

」
ｌｉ
ｌ
・
―
日
Ｈ
ｒ

→

→ F
Ｌ
ｉｉ
１１
・
―

日
＝
ｒ

→

0分後 50分後 90分後 100分 後 130分 後 140分後

→ :大 きな変化がないことを示す
10
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= 普通政室

・ 備0 
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● く北0 ●

手通教室

・ 伸 D ・

● o:熟電対位置 (●:表 5に記載) 
―

:温度推移グラフ (図 3～8D

図2 熱電対設置位置 (試験体内)
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図 3

30      60      90      120     150

経過時間(分 )

1階職員室 (南 西)の温度測定結果

30      60      90      120

経過時間 (分 )

図 5 1階昇降日の温度測定結果

30      60      90      420     150
経過時間 (分)

3階普通教室(南 西)の温度測定結果

30      60       90      120      150
経過時間 (分)

1階廊下(東)の温度測定結果

30      60      90      120     150
時間 (分 )

2階普通教室(南西)の温度測定結果

30      60      90      120

経過時間(分)

図 8 1砦段室の温度測定結果
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図 7
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FL+30m  _
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］．＜南西＞‐一
着火 ・    ―FL+1 8m

‐…………FL+2 4m

FL+3 0m

― ― FL+4 0n

|

階段室 着火 ――一 階段室lF FL+38m

一・ ―
―
― 十 一 一 ― ―

―

―
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|二十lrTT.111

一
一
一‐

―――階段室2F踊 り場

階段室2F FL+38m

一
階段室3F踊 り場

臓蟹11ヨ
=3F FL+4 76m
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表5 点火か ら延焼までの時間

階数
焼
序

延
順

室名

発熱量
密度

(M」 /m2:

内装
一 延焼時間

(分 )壁 天丼1床

3階

階段室踊り場(3階 ) 32 不 不  可

階段室 32 不 不  可

階段前ホール 32 不 不  可

⑪ 普通教室(南西) 400 不 不  可 138

⑩ 普通教室(北西) 400 不 不  可 138

⑩ 普通教室(北東) 400 不 不  可 140

① 普通教室(南東) 400 不 不  可 138

オープンスペース(西 ) 200 不 不  可

オープンスペース(東 ) 200 不 不  可

オープンスペース(防火壁前) 200 不 不  可

0 不 不 1可

2階

階段室踊り場(2階 ) 32 不 不  可

階段室 32 不 不  可

① 階段前ホール 32 ・不 不  可 136

⑨ 普通教室(南西) 400 不 不  可 130

普通教室(北西) 400 不 不  可 131

⑭ 普通教室(北東) 400 不 不  可 135

0 400 可
う
０

オープンスペース(西 ) 200 F 不  可 132

⑫
一

オープンスペース(東 ) 200 不 下 可 134

⑬ オープンスペース(防火壁前) 200 不 不  可 134

教 室 0 不 不 1可

1階

32 不 不  可

③ 廊下(階段室前) 32 不 不  可 112

職員室(南西)

職員室(北西)

700

700
不 不 可 76

( 不 不  可 86

③ 職員室(北東) 700 不 不  可 91

職員室(南東) 700 不 不  可 93

⑤ 廊下(西 ) 32 不 不  可 96

廊下 (東 ) 32 イ 不  可 98

F下 (防火壁前) 32 不 不  可 107

昇降口 0 不 不  可

発熱量密度は、単位床面積あたりの可燃物の量(発熱量)を示す。
内装 不 :不燃材料、可 :木材
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図 9 延焼拡大経路
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